
令和８年 第２回 福岡市東区選挙管理委員会 

令和８年１月 26 日（月） 

【 議 題 】 

１ 議案第 10 号  在外選挙人名簿に登録する者について 

２ 議案第 11 号  在外選挙人名簿への登録の移転をする者について 

３ 議案第 12 号  選挙人名簿から抹消する者について 

４ 議案第 13 号  選挙人名簿に登録する者について 

５ 議案第 14 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票の 

指定及び設置期間について 

６ 議案第 15 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において在外選挙人 

名簿に登録された者が投票を行う期日前投票所の指定について 

７ 議案第 16 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票 

所を開く時刻及び閉じる時刻の変更について 

８ 議案第 17 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票 

所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

９ 議案第 18 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票 

所の投票立会人の選任について 

10 議案第 19 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所の指

定について 

11 議案第 20 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票の場所 

及び日時について 

12 議案第 21 号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人 

を定めるくじを行う場所及び日時について 
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13 議案第 22 号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人 

         を定めるくじの方法について 

 

14 議案第 23 号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票立会人 

         の選任について 

 

15 議案第 24 号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票管理者 

         及びその職務代理者の選任について 

 

16 議案第 25 号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票管理者 

         及びその職務代理者の選任について 

 

 

＜ 次 回 ＞ 

     委員会  令和８年１月 27 日（火）午後６時 00 分～ 
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議案第 10 号 

 

在外選挙人名簿に登録する者について 

 

 在外選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり在外選挙人名簿に登録する。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹   

 

１ 登録する者の数      ２人 

 

２ 登録する者の氏名等   別紙のとおり 

 

３ 登録年月日       令和８年１月 26 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・公職選挙法第 30 条の６第１項の規定による。 

第三十条の六（在外選挙人名簿の登録） 

市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による申請をした者が当該市町村の

在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をし

た者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。 

※ 前条第一項の規定 

第三十条の五(在外選挙人名簿の登録の申請) 

   年齢満十八年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所

を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文

書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民

基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本

籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。 
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議案第11号 

 

   在外選挙人名簿への登録の移転をする者について 

 

 在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格を有する者を、次のとおり選挙人名簿から抹

消すると同時に在外選挙人名簿に登録する。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

１ 選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿に登録する者の数 

  １人 

 

２ 選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿に登録する者の氏名等 

別紙のとおり 

 

３ 選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿に登録する年月日 

  令和８年１月26日 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 30 条の６第２項の規定による。 

第三十条の六（在外選挙人名簿の登録等） 

２ 市町村の選挙管理委員会は、前条第四項の規定による申請をした者が当該市町村

における第三十条の四第二項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格

を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者について在外選挙人名簿

への登録の移転をしなければならない。 

 

※前条第四項の規定 

第三十条の五（在外選挙人名簿の登録の申請等） 

４ （省略）国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているものは、政令

で定めるところにより、同日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外

選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。 

 

※参考：在外選挙人登録数（東区） 

男   40 人  女  99 人 

計   139 人 

（R8.１.26 委員会終了後） 
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議案第 12 号 

 

   選挙人名簿から抹消する者について 

 

 選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和８年１月 26 日 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

１ 抹消する者の数      1,601 人     

  内訳 死亡者        508 人    

     市外転出者     1,093 人     

   

２ 抹消する者の氏名等    別紙のとおり 

 

３ 抹消年月日        令和８年１月 26 日 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第 28 条第１号及び第２号の規定による。 

 

第二十八条 (登録の抹消)  

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について

次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から

抹消しなければならない。この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その

旨を告示しなければならない。 

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくな

つた日後四箇月を経過するに至つたとき。 

三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿へ

の登録の移転をすることとするとき。 

四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 

※前条第一項の規定 

第二十七条(表示及び訂正等) 

 （一部略）市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに選挙

人名簿にその旨の表示をしなければならない。 
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議案第 13 号 

 

   選挙人名簿に登録する者について 

 

 令和８年１月 26 日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり

選挙人名簿に登録する。 

 

  令和８年１月26 日 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

１ 登録する者の数    1,898人 

 

２ 登録する者の氏名等  別紙のとおり 

 

３ 登録年月日      令和８年１月26 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(根拠） 

・議決 公職選挙法第 22 条第３項の規定による。 

第二十二条第三項（登録） 

   市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当

該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が定める日現在(略)により、当該

市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙

人名簿に登録しなければならない。 

 

※ 登録される資格を有する者 

第二十一条第一項（被登録資格等） 

選挙人名簿の登録は，当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本

国民で、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上

登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。 
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議案第 14 号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の指定及び設

置期間について 

 

 令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における東

区の期日前投票所及びその設置期間を次のように指定し、告示する。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

 期 日 前 投 票 所 設  置  期  間   

福岡市東区箱崎二丁目54番１号 

福岡市東区役所別館３階301会議室 

令和８年１月28日から

令和８年２月７日まで 

福岡市東区千早四丁目21番45号 

 なみきスクエアひまわりひろば 

令和８年１月31日から

令和８年２月７日まで 

福岡市東区香椎浜三丁目12番１号 

イオンモール香椎浜２階イオンホール 

令和８年１月31日から

令和８年２月４日まで 

福岡市中央区天神一丁目８番１号

福岡市役所１階市民ロビー 

令和８年１月31日から

令和８年２月７日まで 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第39条の規定による 

・告示  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第41条の規定による。 

公職選挙法 

第三十九条(投票所) 

  投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

第四十一条(投票所の告示) 

  市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くなくとも五日前に、投票所を告示し

なければならない。 
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第四十八条の二(期日前投票) 

６ 第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投

票所について準用する。この場合において、次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第三十九条 市役所 選挙の期日の公示又は告示が

あつた日の翌日から選挙の期

日の前日までの間（省略）、市

役所 

第四十一条第一

項 

から少なくとも五日前

に、投票所 

の公示又は告示の日に、期日前

投票所の場所（省略） 
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議案第 15 号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において在外選挙人名

簿に登録された者が投票を行う期日前投票所の指定について  

 

 令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査において、東区の在外選挙人名簿に登録された者が投票を行う期日前投票所を

次のように指定し、告示する。 

 

  令和８年１月 26 日 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

 福岡市東区箱崎二丁目54番１号 

  福岡市東区役所別館３階301会議室 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第49条の２第４項による読替後の第48条の２第１項及び

国民審査法第26条の規定による。 

  ・告示   公職選挙法施行令第65条の13第４項の規定による。 

公職選挙法 

第四十八条の二 (期日前投票)  

選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選

挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の

期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日

前投票所において、行わせることができる。 

    一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。 

    二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する

投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。 

    三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にある

ため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年

鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。 

    四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること

又は当該地域に滞在をすること。 

    五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。 

 六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。 
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第四十九条の二 (在外投票等) 

４ 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の

選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八

条の二第一項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指

定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」とす

る。 

 

第六十五条の十三 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投 

票に係る関係規定の適用の特例) 

４  市町村の選挙管理委員会は、法第四十九条の二第四項の規定により読み替

えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所を指定し

たとき、又は法第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定したと

きは、直ちにこれを告示しなければならない。 

 

国民審査法 

第二十六条（投票及び開票に関するその他の事項） 

 この法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票

に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。 
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議案第 16 号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所

を開く時刻及び閉じる時刻の変更について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における期日前投票所を開く時刻及び閉じる時刻を次のように変更し、告示す

る。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

１ 開く時刻の変更を行う期日前投票所及び当該時刻 

  なみきスクエアひまわりひろば 午前10時 

 

２ 開く時刻及び閉じる時刻の変更を行う期日前投票所並びに当該時刻 

期 日 前 投 票 所 開く時刻 閉じる時刻 

イオンモール香椎浜２階イオンホール 午前10時 午後７時 

福岡市役所１階市民ロビー 午前10時 午後７時 

 

３ 変更理由 

    なみきスクエアひまわりひろば、イオンモール香椎浜２階イオンホール並び

に福岡市役所１階市民ロビーについては、増設設置するものであり、東区役所

に設置した期日前投票所において変更を行わずに設置しているため、選挙人の

利便向上に最も効果が見込まれる時間帯に設置するもの。 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第40条第１項の規定に

よる。 

・告示  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第40条第２項の規定に

よる。 
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第四十条（投票所の開閉時間） 

投票所は、午前八時三十分に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選

挙管理委員会は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとるこ

とができる。 

一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 

期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日

前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。 

二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場

合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日

前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以

内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票

所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において

繰り下げること。 

２ 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその

旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知しなければな

らない。 

 

※読替規定 

第四八条の二（期日前投票） 

 ６ 第三十九条から第四十一条まで（略）の規定は、期日前投票所について

準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

 

 

14



議案第 17 号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所

の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における東区の期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者を次のように

選任し、告示する。 

 

  令和８年１月 26 日 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

別紙のとおり 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第37条第２項及び第３項並びに同法施行令第24条第１項

及び第３項並びに最高裁判所裁判官国民審査法第12条第１項並び

に同法施行令第４条の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第49条の７による読替後の第25条の規定による。 

公職選挙法 

第三十七条（投票管理者）  

各選挙ごとに、投票管理者を置く。 

２ 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管 

理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 

３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議

員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選

挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員について

の投票管理者とすることができる。 

 

公職選挙法施行令 

第二十四条(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 

 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が

欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有

する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 
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３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出 

議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選

出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出

議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員

会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき

者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者

に選任することができる。 

 

第二十五条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)  

市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定に

より投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直

ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 

 

第四十九条の七(期日前投票における関係規定の適用の特例) 

 （省略）第二十五条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行

うべき日」（中略）とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。 

 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第十二条（投票に関する事務の担任） 

 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票

管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。 

 

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 

第四条（投票管理者の職務代理者又は職務管掌者） 

 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき 

者又は管掌すべき者は，審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は 

管掌すべき者となるものとする。 

第二十五条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)  

市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定に

より投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直

ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 
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議案第 18 号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所

の投票立会人の選任について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における東区の期日前投票所の投票立会人を次のように選任する。 

 

  令和８年１月 26 日 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第48条の２第５項による読替後の第38条第１項及び最高

裁判所裁判官国民審査法第12条第２項の規定による。 

公職選挙法 

第三十八条(投票立会人) 

 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、

本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期

日前三日までに、本人に通知しなければならない。 

 

第四十八条の二(期日前投票) 

５ 第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合において

は、次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替える（省略）。 

第三十八条第一

項 

二人以上五人以下 二人 

前三日まで の公示又は告示の

日 
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最高裁判所裁判官国民審査法 

第十二条（投票に関する事務の担任） 

２ 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における 

投票立会人となるものとする。 
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議案第 19 号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所の指定

について 

 

 令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における東区の各投票区の投票所を次のように指定し、告示する。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第39条及び最高裁判所裁判官国民審査法第13条の規定に

よる。 

・告示  公職選挙法第41条第１項の規定による。 

公職選挙法 

第三十九条(投票所) 

  投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に

設ける。 

第四十一条(投票所の告示) 

  市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少なくとも五日前に、投票所を

告示しなければならない。 

 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第十三条 

審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投 

票と同時にこれを行う。 
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投票所 所在地

1 馬出第一 馬出小学校講堂兼体育館 東区馬出一丁目12番27号

2 馬出第二 福岡中学校講堂兼体育館 東区馬出三丁目11番１号

3 箱崎第一 箱崎小学校講堂兼体育館 東区箱崎二丁目２番45号

4 箱崎第二 東区役所別館講堂 東区箱崎二丁目54番１号

5 箱崎第三 東箱崎公民館 東区箱崎七丁目16番23号

6 筥松第一 筥松小学校講堂兼体育館 東区郷口町16番１号

7 筥松第二 米一丸会館 東区箱崎六丁目５番18号

8 筥松第三 筥松会館 東区原田二丁目８番25号

9 松島第一 松島小学校講堂兼体育館 東区松島一丁目39番１号

10 松島第二 箱崎清松中学校講堂兼体育館１階ホール 東区松田二丁目３番１号

11 名島第一 名島小学校講堂兼体育館 東区名島五丁目５番１号

12 名島第二 名島公民館 東区名島二丁目42番26号

13 千早 なみきスクエアひまわりひろば 東区千早四丁目21番45号

14 千早西 千早西小学校講堂兼体育館 東区香椎浜一丁目４番１号

15 香陵 香陵公民館 東区香椎浜一丁目８番７号

16 香椎浜 香椎浜公民館 東区香椎浜二丁目４番31号

17 城浜 城浜公民館 東区城浜団地32番２号

18 舞松原第一 舞松原小学校講堂兼体育館 東区舞松原五丁目19番１号

19 舞松原第二 多々良中学校武道場 東区水谷一丁目18番１号

20 若宮第一 若宮小学校講堂兼体育館 東区若宮三丁目12番１号

21 若宮第二 九州矯正管区体育館 東区若宮五丁目３番53号

22 香椎第一 香椎小学校講堂兼体育館 東区香椎駅前三丁目２番１号

23 香椎第二 香椎公民館 東区香椎駅前二丁目17番19号

24 香椎下原第一 香椎第３中学校武道場 東区香椎駅東三丁目33番１号

25 香椎下原第二 香椎下原公民館 東区下原一丁目４番２号

26 香椎東第一 香椎会館 東区香椎四丁目13番17号

27 香椎東第二 香椎東小学校講堂兼体育館 東区香椎台一丁目９番１号

28 香住ケ丘第一 香住丘小学校講堂兼体育館 東区香住ヶ丘三丁目10番１号

29 香住ケ丘第二 香住丘公民館 東区香住ヶ丘一丁目27番１号

30 和白第一 和白公民館武道場 東区和白三丁目28番31号

31 和白第二 和白小学校講堂兼体育館 東区塩浜一丁目６番１号

32 三苫 三苫公民館 東区三苫三丁目３番41号

33 奈多第一 奈多小学校講堂兼体育館 東区奈多団地40番１号

34 奈多第二 奈多公民館 東区奈多二丁目14番２号

35 美和台第一 美和台小学校講堂兼体育館 東区美和台二丁目25番１号

36 美和台第二 和白丘中学校武道場 東区和白丘三丁目13番１号

37 和白東第一 和白東小学校講堂兼体育館 東区高美台二丁目８番１号

38 和白東第二 和白東公民館 東区高美台二丁目１番８号

39 西戸崎第一 西戸崎公民館 東区西戸崎五丁目１番１号

40 西戸崎第二 大岳集会所 東区大岳三丁目18番４号

41 志賀第一 志賀公民館 東区大字志賀島736番地60

42 志賀第二 勝馬公民館 東区大字勝馬1587番地２

43 志賀第三 弘集会所 東区大字弘2454番地１

44 照葉第一 照葉公民館 東区香椎照葉二丁目２番12号

45 照葉第二 照葉はばたき公民館 東区香椎照葉六丁目５番45号

46 多々良第一 多々良公民館 東区多々良一丁目56番２号

47 多々良第二 蒲田会館 東区蒲田二丁目30番35号

48 八田 八田小学校講堂兼体育館 東区八田二丁目15番１号

49 青葉第一 東福岡特別支援学校体育館 東区青葉三丁目８番１号

50 青葉第二 青葉五丁目ハーモニーホール 東区青葉五丁目20番23号

投票区

東区　投票所一覧
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議案第20号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票の場所及

び日時について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における東区第１開票区及び東区第２開票区の開票の場所及び日時を次のよ

うに定め、告示する。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

開 票 区 当該開票区の区域 

 

場 所 日 時 

東区第１開票区 東区の区域のうち

公職選挙法別表第

１に規定する福岡

県第１区の選挙区

に属する区域 

福岡市東区香椎

照葉２丁目２番

１号 

 福岡市立照葉

小中学校体育館 

令和８年２月８日 

 午後９時15分か

ら 
東区第２開票区 東区の区域のうち

公職選挙法別表第

１に規定する福岡

県第４区の選挙区

に属する区域 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第63条及び最高裁判所裁判官国民審査法第20条の規定に

よる。 

・告示  公職選挙法第64条の規定による。 
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公職選挙法 

第六十三条（開票所の設置） 

  開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場

所に設ける。 

第六十四条（開票の場所及び日時の告示） 

市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければ

ならない。 

 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第二十条  

審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべ

ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。 
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議案第 21 号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人を定めるくじ

を行う場所及び日時について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査につき、東

区第１開票区及び東区第２開票区において開票立会人を定めるくじを行う場合のくじを行

う場所及び日時を次のように定め、告示する。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

１ 場所 福岡市東区箱崎２丁目54番１号 

      福岡市東区選挙管理委員会事務局  

２ 日時 令和８年２月５日 午後６時から 

 

 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第62条第６項及び最高裁判所裁判官国民審査法第19条第２項

の規定による。 

公職選挙法 

第六十二条（開票立会人) 

   公職の候補者( -省略- 参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届

出政党)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人

の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、

市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ

日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることは

できない。 

２ 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各

号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えな

いときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者

の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としな

ければならない。 

一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同

じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定に

より公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八
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十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき

(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞した

ものとみなされる場合を含む。)。  当該公職の候補者 

二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定に

より候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規

定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は

第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなさ

れる場合を含む。)。当該候補者届出政党 

三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつた

とき又は同条第十一項の規定による却下があつたとき。当該衆議院名簿届出政党等 

四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六

条の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において

準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき。当該参議院名簿

届出政党等 

３ 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票

区において、3人以上開票立会人となることができない。 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職

の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、そ

の者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人と

なることができない。 

５ 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団

体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となったときは、市町

村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。 

６ 第二項、第四項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選

挙管理委員会において、予め告示しなければならない。 

 ７ 以下省略 

 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第十九条（開票に関する事務の担任） 

２ 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人と

なるものとする。 
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議案第 22 号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人を定めるくじ

の方法について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査につき、東

区第１開票区及び東区第２開票区において開票立会人を定めるくじを行う場合のくじの方

法を次のように定める。 

 

  令和８年１月 26 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  森   英 鷹 

 

１ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超える場合 

⑴ くじはくじ棒により行う。 

⑵ 開票立会人となるべき者の届出順位をその者の固有番号とする。 

⑶ くじは開票立会人となるべき者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に

入れ、くじ箱から10本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固

有番号の者を開票立会人の予定者（以下「予定者」という。）とする。 

⑷ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人

以上ないときは、当該予定者をそのまま開票立会人とする。 

⑸ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人

以上あるときは、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる予定者ご

とに次の要領でくじを行う。 

ア 予定者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入れる。 

イ くじ箱から２本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固有

番号の予定者を開票立会人とする。 

２ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超えない場合 

開票立会人となるべき者として届出があった者の中に同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出にかかる者が３人以上あるときは、前記１⑸に準じてくじを行う。 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第62条第２項及び第４項並びに最高裁判所裁判官国民審査法第19条

第２項の規定による。 

公職選挙法 

第六十二条（開票立会人) 

   公職の候補者( -省略- 参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届

出政党)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人
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の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、

市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ

日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることは

できない。 

２ 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各

号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えな

いときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者

の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としな

ければならない。 

一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同

じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定に

より公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八

十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき

(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞した

ものとみなされる場合を含む。)。  当該公職の候補者 

二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定に

より候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規

定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は

第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなさ

れる場合を含む。)。当該候補者届出政党 

三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつた

とき又は同条第十一項の規定による却下があつたとき。当該衆議院名簿届出政党等 

四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六

条の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において

準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき。当該参議院名簿

届出政党等 

３ 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票

区において、3人以上開票立会人となることができない。 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職

の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、そ

の者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人と

なることができない。 

５ 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団

体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となったときは、市町

村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第十九条（開票に関する事務の担任） 

２ 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人と

なるものとする。 
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議案第 23 号 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票立会人の選任につい

て 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

東区の各投票区の投票立会人を次のように選任する。 

令和８年１月 26 日 

  福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森   英 鷹 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決 公職選挙法第38条第１項及び最高裁判所裁判官国民審査法第12条第２項の規定

による。 

公職選挙法 

第三十八条(投票立会人) 

市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を

得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通

知しなければならない。 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第十二条（投票に関する事務の担任） 

２ 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人と 

なるものとする。 
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議案第 24 号 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票管理者及

びその職務代理者の選任について 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における東区の各投票区の投票管理者及びその職務代理者を次のように選任

し、告示する。 

令和８年１月 26 日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森 英 鷹 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決 公職選挙法第37条第２項及び第３項及び同法施行令第24条第１項及

び第３項及び最高裁判所裁判官国民審査法第12条第１項及び同法施

行令第４条の規定による。 

・告示 公職選挙法施行令第25条の規定による。 

公職選挙法 

第三十七条(投票管理者) 

各選挙ごとに、投票管理者を置く。 

２ 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管 

理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 

３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出 

議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小

選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員につい

ての投票管理者とすることができる。 
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公職選挙法施行令 

第二十四条(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 

 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が

欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有す

る者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 

３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議

員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は小選挙

区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表

選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理

委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌す

べき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべ

き者に選任することができる。 

第二十五条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 

市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定

により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、

直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第十二条（投票に関する事務の担任） 

 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は，審査における投票

管理者となり，審査の投票に関する事務を担任する。 

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 

第四条（投票管理者の職務代理者又は職務管掌者） 

 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき 

者又は管掌すべき者は，審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は 

管掌すべき者となるものとする。 
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議案第 25 号 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票管理者及び

その職務代理者の選任について 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における東区第１開票区及び東区第２開票区の開票管理者及びその職務代理

者を次のように選任し、告示する。 

令和８年１月 26 日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森 英 鷹 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決 公職選挙法第61条第２項及び第３項並びに同法施行令第67条第１項

及び第７項並びに最高裁判所裁判官国民審査法第19条第１項及び同

法施行令第９条の規定による。 

・告示 公職選挙法施行令第68条の規定による。 

公職選挙法 

第六十一条(開票管理者) 

 各選挙ごとに、開票管理者を置く。 

２ 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理 

委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 

３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議 

員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選

挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員について

の開票票管理者とすることができる。 
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公職選挙法施行令 

第六十七条(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 

 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が 

欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する

者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 

７ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議

員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は

小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比

例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は

都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の開票管

理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理

者の職務を管掌すべき者に選任することができる。 

第六十八条(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 

市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定（省

略）により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合におい

ては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 

最高裁判所裁判官国民審査法 

第十九条（開票に関する事務の担任） 

衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票

管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。 

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 

第九条（開票管理者の職務代理者又は職務管掌者） 

 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者

又は管掌すべき者は、審査における開票管理者の職務を代理すべき者又は管

掌すべき者となるものとする。 
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